
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（  外務省  ） 

制 度 名 租税条約未締結国との締結促進 

税 目  

 
租税条約ネットワークの拡大に向けて、関係省庁間の連携をより一

層強化し、租税条約の締結促進に努める。 
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⑴  政策目的 

 

租税条約ネットワークの拡大に向けて、関係省庁間の連携をより一
層強化し、租税条約の締結促進に努める。 

 

 

 

⑵  施策の必要性 

 

近年、国境を越えた経済活動を行う企業にとって、移転価格課税等
による国際的な二重課税のリスクが高まる中、我が国と租税条約を締
結していない国との間では二重課税の解消を図る制度（相互協議等）
が必ずしも十分とはいえないことから、こうした未締結国との間で租
税条約を締結することの必要性が増している。また、我が国政府当局
にとっても脱税防止、適切な税収確保というメリットが認められる。

 

⑶ 要望の措置の妥当性 
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